
 

 

 

 

ＡＳＳＩＳＴ（学部対象） 

 

日本学生支援機構奨学金 高校予約採用者対象 

予約採用者の手続き 対象学部・学年 手続き開始日 手続き方法 

日本学生支援機構 

予約奨学生採用手続き 

全学部 

新1年生のみ 
3月下旬～ 

以下の本学ホームページで確認 

⇒ 予約奨学生の採用手続きについて 

奨学金関連 新年度ガイダンス ・ 手続 

新年度ガイダンス 対象学部・学年 視聴・手続き開始日 受講手続き・方法 

奨学金総合案内ガイダンス 
全学部 

全学年 
4月3日(水)～ 

ガイダンス動画を以下のサイトに掲載します。 

 ⇒ 学生生活案内ページ 民間団体奨学金希望者 

ガイダンス 

日本学生支援機構奨学金 申請日程・方法 

募集奨学金 日程(※1) 申請方法 対象学部・学年 送付先(※2) 

・日本学生支援機構奨学金 

(貸与) 

 

・高等教育修学支援制度 

(給付奨学金・授業料等減免) 

4月18日(木) 

～ 

4月22日(月) 

最終日消印有効 

郵送のみ 

(※3) 

法・商・政経・文 

経営・情コミ 

1・2年生 

〒168-8555 

東京都杉並区永福1-9-1 

明治大学和泉学生支援室事務室奨学金係 

法・商・政経・文 

経営・情コミ 

3・4年生 

〒101-8301 

東京都千代田区神田駿河台1-1 

明治大学学生支援事務室奨学金係 

理工・農 

1～4年生 

〒214-8571 

神奈川県川崎市東三田1-1-1 

明治大学生田学生支援事務室奨学金係 

国際日本・総合数理 

1～4年生 

〒164-8525 

東京都中野区中野4-21-1 

明治大学中野教育研究支援事務室奨学金係 

学内給費奨学金 申請日程・方法 

募集奨学金 対象学部・学年 日程(予定) 申請方法（予定） 

・明治大学給費奨学金 

・連合父母会一般給付奨学金 

・校友会奨学金「前へ！」 

全学部 

全学年 
7月末から申請開始 

オンライン申請（Oh-o!Meijiを利用して受付） 

※詳細は７月中に本学ホームページで公開 

（※１）申請期間外の受付は行いません。 

（※２）学部・学年によって受付キャンパスが違います。送付先を間違えないように注意してください。 

（※３）郵送での受付のみとし、各キャンパス奨学金窓口での申請（受付）は一切行いません。 

こちらの冊子は奨学金の概要に特化した案内となっています。各奨学金の詳細は本学ホームページから確認してください。 

明治大学 

２ ０ ２ ４ 年 度 

https://www.meiji.ac.jp/campus/shougaku/detail/nihongakusei_yoyakusaiyou.html
https://www.meiji.ac.jp/campus/gakuseiseikatsuguidance.html?channel=main
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(2) 
 

貸費（貸与）型を利用する場合、将来責任をもって返還する自覚をもとう 
貸費（貸与）型は貸与終了後に返還の義務があります。必要以上に借りすぎないことも大切です。本人が返還

を怠った場合は、連帯保証人や保証人に返還請求がなされ、滞納者には支払督促の申し立てから強制執行に至る

までの法的手続がとられる場合や個人信用情報機関へ個人情報が登録され、クレジットカードが使えない、ロー

ンが組めなくなるなどのリスクがあります。卒業後の返還金額をしっかり把握した上で利用しましょう。 

 

奨学金は、学修意欲のある学生に対して、教育のための資金を「給費（給付）」または「貸費（貸与）」す

る制度です。それぞれ以下のような特徴があります。いずれの奨学金も、学生が勉強に専念できる環境を整

え、将来にわたって活躍できる人材を育成することを目的としています。 

なお、 本誌では留学支援を主目的とした奨学金は記載しておりません。 留学に関する奨学金は国際教育事務

室に確認してください。 
 

    
 

 

 

 

ステップ１   理解する＆選ぶ  
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 給費（給付）型 ・・・返還の必要なし 

・明治大学独自の奨学金制度は、すべて「給費（給付）型」として採用 

 貸費（貸与）型 ・・・返還の必要あり（貸与終了後、一定期間内に返還） 

・貸費（貸与）型には次の２つの種類があります。 

 無利子 ：借りた合計金額をそのまま返還（＝返還の負担がやや小さい） 

 有利子 ：借りた金額に利息分を上乗せして返還（＝返還の負担がやや大きい） 

家族ときちんと話し、家計状況を把握し、必要な金額を知ろう 

なぜ奨学金が必要なのか、月々あるいは年間どれくらいの金額が必要なのか、十分に考えたうえで奨学金の申

請を検討しましょう。申請には父の収入・母の収入の両方の情報が必要です（ひとり親世帯は一方で可）。家庭

の事情で話しにくいことがあるかもしれませんが、申請前にしっかりと話し合って確認することが大切です。 

また、各奨学金には出願条件となる家計基準や学業基準が設けられています。ご家庭の経済状況やあなたの成

績などによって申請できる奨学金が変わってきますので、申請可能な奨学金の候補がどれになるのかを確認しま

しょう。 

採用決定後の辞退は認められないため、不要な奨学金を申し込むことは避けてください。本誌を熟読して、あ

なたに必要な奨学金を選びましょう。 

各奨学金の詳細は 

本学ホームページで検索！ 

奨学金とは？ 

奨学金を申請する前に 



(3) 
 

書類に不備があると何度もやり直さなくてはなりません 

提出前にもう一度記入・入力内容をチェック！書きもれ・入力もれはありませんか？ 

提出後に不備がないか奨学金係がチェックします。 

ステップ２  申請の準備・書類を用意  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ステップ３  郵送またはオンラインでの申し込み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

書類不備の連絡は「Oh-o!Meiji」または「電話」で、その他の連絡はす

べて「Oh-o!Meiji 」で行います。 

各奨学金の募集要項と「ASSIST」を熟読して、書類を用意しよう 

各奨学金の募集要項に記載されている必要書類のうち、該当する書類をすべて用意してください。わからな

いところがあれば、所属キャンパスの奨学金係に事前に相談しましょう。日本学生支援機構奨学金申請者は、

本学ホームページより「給付奨学金案内」「貸与奨学金案内（大学等）」を参照してください。 

奨学金申請は「親に頼らず」、準備は学生本人が行おう 

申請書類の記入にあたっては「保証人署名欄（保証人の自署）」「誓約書（保証人の自署・捺印）」以外は

学生本人が直筆で作成および押印するものです。 

必ず学生本人が記入（オンライン申請は入力）し、証明書類も親や保証人に頼りすぎず、よく理解した上で

準備しましょう。 

準備は即取りかかろう 
公的な証明書の発行や口座の開設、書類のやり取りには時間がかかります。早めに取りかかりましょう。 

申請期間外の書類や指定の方法以外での受付は行いません 

郵送する際は簡易書留、特定記録等の記録が残る形での発送をしてください。到着に関するお問い合わせに

は一切応じられません。 

大学が指定する期日までに書類不備が解消されない場合は、選考から除外されますので注意してください。 

また、オンライン申請の場合も、期間外での申込は一切できません。 



①奨学金制度一覧 （詳細は本学ホームページで確認してください。奨学金名称をクリックすると関連ページへ移動ができます。）

区分 種類 募集時期 名称 採用者数 概要 金額 学力要件 所得要件 期間

第一種奨学金（無利子）
月額2～6.4万円から、入学年や通学形態等の条件により選択可

ただし、給付奨学金を支給する場合は支給額部分の貸与制限あり

1年生:調査書評定平均3.5以上

2年生以上:GPA2.50以上かつ定められた単位数を修

得済みの者

第二種奨学金（有利子） 月額2～12万円から1万円単位で選択 定められた単位数を修得済みの者

緊急 / 応急採用

【家計急変】
家計急変時に貸与 詳細はご相談ください 単年度

給付
JASSO支援金

【自然災害時】
自然災害の事後に募集(学生本人の住居が被災していることが条件) 10万円(同一災害) 成績不振による原級および休学者以外の者 - 単年度

給付奨学金(※3)

授業料等減免(※3)

入学試験

出願前
おゝ明治奨学金 - 入学前予約型給費奨学金（在学中の募集無し） 授業料年額1/2相当額

原則

4年間

7月 スポーツ奨励奨学金 約180名
経済的支援を必要とし、かつ監督・部⾧の推薦をもらえる者で体育会運動部に所

属する学生を対象に募集
授業料年額相当額、または授業料年額1/2相当額 定められた単位数を修得済みの者 -

給費奨学金
1440名

以内

経済的理由により修学困難な学部生に給付

（家族住所や学部により金額が異なる）

文系学部(※1):年額20万円または30万円（※5）

理系学部(※2):年額30万円または40万円（※5）

※ただし、2024年度以降入学者が修学支援制度と併給する場合、支援区分Ⅱ～Ⅳ区分の該当者は全学部共通で年額20万円（※5）

GPA2.50以上かつ定められた単位数を修得済みの者

給与世帯:841万円

(所得証明書の給与所得)

給与外世帯:355万円

(収入-必要経費・確定申告

の所得金額)

校友会奨学金「前へ!」

寄付金額

による

(約120名)

明治大学校友会からの寄付を原資として、経済的理由により修学困難な学生に地

域性および経済状況を重視し支給

年額20万円(昨年度参考)（※5）

※寄付金額により変更の可能性あり

連合父母会一般給付奨学金

寄付金額

による

(約100名)

明治大学連合父母会からの寄付を原資として、経済的理由により修学困難な学生

に給付

年額25万円(昨年度参考)（※5）

※寄付金額により変更の可能性あり

10月 創立者記念経済支援奨学金 -
経済的に困窮している学部生で両親ともにおらず自活している者や身体に障がい

のある者に給付
年額:24万円または36万円（※5） -

給与世帯:841万円

(所得証明書の給与所得)

給与外世帯:355万円

(収入-必要経費・確定申告

の所得金額)

特別給費奨学金 文・理工・情報コミュニケーション学部の合格者を対象 授業料年額相当額(春・秋学期分授業料に振替) 入学試験成績優秀者
原則

4年間

学業奨励給費奨学金 各学部の学業成績優秀者に給付 授業料年額相当額・1/2相当額・1/4相当額のいずれか 学業成績優秀者

明大サポート奨学金

(※4)【家計困窮】

家計支持者の失職や大幅な減給などによる家計急変、継続的に困窮し学費の支払

いが困難な者に給付。ただし、日本学生支援機構の貸与型奨学金の利用者(申請中

も含む)のみ出願可

授業料年額1/4相当額
家計収入が無収入に近い状

態の者

災害時特別給費奨学金

【自然災害時】
災害等の被災により一定の被害を受けた者に給付 授業料年額相当額、または授業料年額1/2相当額 詳細はご相談ください

連合父母会特別給付奨学金

【家計支持者の死亡】

明治大学連合父母会からの寄付を原資として、入学後に家計支持者が死亡した学

部生に対し経済的援助を目的に給付
文系学部(※1):40万円、理系学部(※2):70万円 - -

貸与

給付

主に

4・5月
民間・地方公共団体の奨学金 団体別 各団体・財団の趣旨に沿った学生を大学代表者として推薦

給付 未定 明治鋼業奨学金 若干名 未定 単年度

※１ 文系学部：法・商・政治経済・文・経営・情報コミュニケーション・国際日本学部  

※２ 理系学部：理工・農・総合数理学部

※３ 給付奨学金は、日本学生支援機構が実施し、授業料等減免は国の定める法律により本学が実施しています。

※４ 申請は、在学中の一度に限ります。

※５ 2022年度以降入学者で、修学支援制度の支援区分が第Ⅰ区分に該当する者は併給できません。

注:学力・所得要件等、変更になる場合があります。必ず募集要項等で詳細をご確認ください。

この他に各自で申請する、国や提携銀行による「教育ローン」があります。

日本学生

支援機構

貸与

4月

・

10月

（暫定）
-

国の奨学機関である日本学生支援機構の推薦基準に基づき大学が推薦し、日本学

生支援機構が採否を決定

給付奨学金:9,600～75,800円/月

授業料等減免:175,000～700,000円/年

※金額は家計状況により判定された支援区分（Ⅰ～Ⅳ）や通学形態（自宅・自宅外）等の条件で決定される

「給付奨学金」および「授業料等減免」の２つをセットで支援を受けることがで

きる。【定期採用型】および【家計急変型】の２種類がある

学部別

（入学試験出願前のみの申請のため省略）

毎年7月下旬に公開する募集要項を参照

1年生:調査書評定平均3.5以上

2年生以上:GPA2.50以上、もしくは、定められた単

位数を修得済みで学修計画書を提出できる者

その他
団体により異なる

募集する場合に公開される募集要項を参照

最大

48ヶ月

随時

上記＜第一種・第二種＞と同様

日本学生支援機構の定める

家計基準内の者

(詳細は、日本学生支援機構

発行の「貸与奨学金案内」

を参照)

最大

48ヶ月

単年度

単年度

日本学生支援機構の定める

家計基準内の者

(詳細は、日本学生支援機構

発行の「給付奨学金案内」

を参照)

定められた単位数を修得済みの者

-

明治大学

独自の

奨学金

給付

-

【定期採用】

4月・10月

（暫定）

【家計急変】

随時

修学支援

制度
給付

7月末から

随時 -

公募なし

(4)                                                                                                                                                               (5)

https://www.meiji.ac.jp/campus/shougaku/6t5h7p00003cwssg.html
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②奨学金併用一覧   〇併用可(条件無)  ☆併用可(条件有※2)  ×併用不可  △その他
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友
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「

前

へ
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連

合

父
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会

一

般

給

付

奨

学

金

明

大

サ

ポ

ー

ト

奨

学

金

災

害

時
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別

給

費

奨

学

金

連

合

父
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会

特

別

給

付

奨

学

金

日本学生支援機構 第一種奨学金

(無利子)
- 〇 ※4 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

月額2万、3万、4万、5万、5.4万、6.4万円(※本人

の選択、または入学年度により選択可能な金額が

異なる)

日本学生支援機構 第二種奨学金

(有利子)
〇 - 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 月額2～12万円(1万円単位で選択可能)

日本学生支援機構給付奨学金 ※4 〇 - 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

授業料等減免(国が実施) 〇 〇 〇 - ☆ × △ △ 〇 △ ※3 〇 △ △ 〇 〇 〇

おゝ明治奨学金 〇 〇 〇 ☆ - × × ☆ 〇 ☆ 〇 〇 ☆ ☆ 〇 〇 〇 授業料年額1/2相当額

特別給費奨学金

(※1)
〇 〇 〇 × × - 〇 〇 〇 〇 ※3 × 〇 〇 〇 〇 〇

授業料年額相当額

(春・秋学期分授業料に振替)

給費奨学金 〇 〇 〇 △ × 〇 - ☆ 〇 ☆ 〇 〇 ☆ ☆ 〇 〇 〇

文系学部：年額20万円、30万円

理系学部：年額30万円、40万円

※ただし、2024年度以降入学者が修学支援制度と

併給する場合、支援区分がⅡ～Ⅳ区分に該当する

者は全学部共通で年額20万円

創立者記念経済支援奨学金 〇 〇 〇 △ ☆ 〇 ☆ - 〇 ☆ 〇 〇 ☆ ☆ 〇 〇 〇 年額24万円または36万円

創立者記念課外活動奨励金 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 - 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 年額3～50万円

明治鋼業奨学金 〇 〇 〇 △ ☆ 〇 ☆ ☆ 〇 - 〇 〇 ☆ ☆ 〇 〇 〇
年額約3万円(参考)

(希望者は給費奨学金と同時申請可能)

スポーツ奨励奨学金 〇 〇 〇 ※3 〇 ※3 〇 〇 〇 〇 - 〇 〇 〇 〇 〇 〇
授業料年額相当額

または授業料年額1/2相当額

学業奨励給費奨学金 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 - 〇 〇 〇 〇 〇

校友会奨学金「前へ！」 〇 〇 〇 △ ☆ 〇 ☆ ☆ 〇 ☆ 〇 〇 - × 〇 〇 〇 年額20万円(昨年度参考)

連合父母会一般給付奨学金 〇 〇 〇 △ ☆ 〇 ☆ ☆ 〇 ☆ 〇 〇 × - 〇 〇 〇 年額25万円(昨年度参考)

明大サポート奨学金 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 - 〇 〇 授業料年額1/4相当額

災害時特別給費奨学金 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 - 〇
授業料年額相当額

または授業料年額1/2相当額

連合父母会特別給付奨学金 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 -
文系学部：年額40万円

理系学部：年額70万円

日本学生

支援機構

修学支援

制度
明治大学

給付奨学金：月額12,800～75,800円

授業料等減免：年額233,400～700,000円

(△：2022年度以降入学者で支援区分が第Ⅰ区分

に該当する者は申請不可)

金額

日本

学生

支援

機構

貸

与

給

付

修学

支援

制度

給

付

明

治

大

学

　この一覧に記載されている併給条件は前年度末時点での内容であり、変更になる可能性があります。具体的な併給条件は各奨学金の募集要項等で確認してください。

※４　日本学生支援機構給付奨学金の採用区分に応じて併給調整があります（詳細は日本学生支援機構の案内を参照）。

※３　採用形態により併給可否が異なるため、詳細は別途確認してください。

※1　＜明治大学特別給費奨学金＞

　　学部別入学試験、大学入学共通テスト利用入試、全学部統一入試の文学部、理工学部、情報コミュニケーション学部の合格者から採用します。

　　授業料年額相当額を、原則として４年間給付する奨学金です。ただし、給付金は当該年度授業料に振替えます。また毎年度、もしくは毎学期継続審査があります。

※２　１年間に、明治大学の給費型奨学金を複数受ける場合や明治大学の給費型奨学金と修学支援制度を受ける場合、原則として授業料年額相当額を超える

　　　奨学金(合計額)を受け取ることはできません。合計額が授業料年額相当額を超えた場合は、超えた額を返還していただきます。
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③奨学金年間募集スケジュール（日本学生支援機構奨学金・学内奨学金）

日本学生支援機構

（給付・貸与）

学内奨学金

(定期採用のみ）

日本学生支援機構

（給付・貸与）

学内奨学金

(定期採用のみ）

日本学生支援機構

（給付・貸与）

学内奨学金

(定期採用のみ）

日本学生支援機構

（給付・貸与）

学内奨学金

(定期採用のみ）

※ この一覧に記載されている募集スケジュールは前年度末時点での在学生向けの募集予定であり、変更になる可能性があります。具体的なスケジュールはOh-o!Meijiでお知らせしますので、必ず確認してください。

※ 日本学生支援機構奨学金および学内奨学金のうち、家計急変に対する支援を目的としたものなど、随時受付を行っている奨学金はこの表には掲載していません。該当者は奨学金係まで随時ご相談ください。

１月 ２月 ３月

春

学

期

秋

学

期

７月 ８月 ９月

６月５月４月

１０月 １１月 １２月

【給付奨学金】

【貸与奨学金】

募集受付

【スポーツ奨励奨学金】

募集受付

【給付奨学金】

【貸与奨学金】

結果発表

【スポーツ奨励奨学金】

結果発表

【明治大学給費奨学金】

【連合父母会一般給付奨学金】

【校友会奨学金「前へ！」】

募集受付

【明治大学給費奨学金】

【連合父母会一般給付奨学金】

【校友会奨学金「前へ！」】

結果発表
【創立者記念経済支援奨学金】

募集受付
【創立者記念経済支援奨学金】

結果発表

【給付奨学金】

【貸与奨学金】

募集受付（二次）

※暫定※

【給付奨学金】

【貸与奨学金】

結果発表（二次）

※暫定※
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④高等教育の修学支援制度（給付奨学金・授業料等減免） 
修学支援制度は、日本学生支援機構が実施する「給付奨学金」と、国が実施する「授業料

等減免」の2つがあり、2つセットで支援を受けることができます。 

※高等学校等で予約採用の候補者になった方はこちらを確認してください。 

※当制度における手続きについては、文部科学省および日本学生支援機構が示す指針に準じています。指針に変

更があった場合には、本学が定めた事項についても変更となる可能性があります。 

※「給付奨学金案内」、確認書および学修計画書は、本学ホームページから閲覧およびダウンロードできます。 

 

〇制度概要 

 給付奨学金(日本学生支援機構) 授業料等減免(国) 

概要 日本学生支援機構が各学生に支給 各学生の入学金および授業料の額を上限の範囲内
で減免・給付 

給付額 

支援区分（Ⅰ～Ⅳ）や

通学形態により決定 

 自宅通学/月額 自宅外通学/月額 

第Ⅰ区分 
38,300円 

(42,500円) 
75,800円 

第Ⅱ区分 
25,600円 

(28,400円) 
50,600円 

第Ⅲ区分 
12,800円 

(14,200円) 
25,300円 

第Ⅳ区分 
(多子世帯) 

9,600円 

(10,700円) 
19,000円 

第Ⅳ区分 
(理工農系) 

対象外 対象外 

※カッコ内の金額は、生活保護を受けている生計維持者と 

同居している人および児童養護施設から通学する人が対象 

第Ⅰ区分…入学金:200,000円 / 年(1年生のみ) 

授業料:700,000円 / 年 
 

第Ⅱ区分…第Ⅰ区分の2/3の額 
 

第Ⅲ区分…第Ⅰ区分の1/3の額 
 

第Ⅳ区分(多子世帯)…第Ⅰ区分の1/4の額 
 

第Ⅳ区分(理工農系)…入学金:66,700円 / 年(1年生のみ) 

授業料:233,400円 / 年 

※年度中に区分が変わった場合は、授業料等減免の金額が変更

となります。 

※第Ⅳ区分(理工農系)の対象となるのは理工学部、農学部、総

合数理学部の全学科です。 

給付時期 初回振込は7月11日予定(4～7月分) 
次ページの【授業料からの減免方法について】を
参照 

申請対象者 

学部生対象 

2024年度の新入生については、高等学校等で予約採用候補者となっていない者 

※2024年度の原級生および在籍原級生は申請できません（休学を除く）。また、過去に学業成績により原級したこと

がある方は、現在進級していても申請することができません。 

※申請時に除籍および成績不良により日本学生支援機構が停止中の学生は申請できません。 

※大学等への入学時期等に係る基準、在留資格等に係る基準(日本国籍でない場合)の詳細は、「給付奨学金案内」を 

確認してください。 

学業基準 

新入生 (①～③のいずれかに該当すること) 

①高校時の評定評価が3.5以上であること 

②高校卒業程度認定試験の合格者であること 

③学修計画書の提出により、学修の意欲や目的、将来の人生設計等が確認できること 

在学生 (①または②の(1)・(2)に該当すること) 

①申請時までの学業成績においてGPA2.50以上であること 

②(1)修得単位数が標準単位数(次ページ【標準単位数（在学生のみ該当）】参照)以上であること 

(2)学修計画書の提出により、学修の意欲や目的、将来の人生設計等が確認できること 

※学修計画書は本学ホームページからダウンロードできます。 

家計基準 

(収入基準・資産基準) 

収入基準  

収入基準および収入・所得の上限額の目安は「給付奨学金案内」９ページ参照。 

資産基準 

学生本人と生計維持者(1名)の場合:資産額の合計額が1,250万円未満 

学生本人と生計維持者(2名)の場合:資産額の合計額が2,000万円未満 

学内奨学金との 

併給 

第Ⅰ区分採用者は学内の一部奨学金との併給ができません。詳しくは、本冊子６ページの「②

奨学金併用一覧」を確認してください。また第Ⅰ区分以外の採用者であっても、授業料等減免

(給付奨学金は含みません)と本学の給費型奨学金の合計額は授業料年額相当額を受給の上限と

し、超過した場合は超えた分は返還していただきます。 

給付型 

https://www.meiji.ac.jp/campus/shougaku/detail/nihongakusei_yoyakusaiyou.html
https://www.meiji.ac.jp/campus/pdf2/6t5h7p00003a6bjh-att/kyufu_annai_kakuninnsyo.pdf
https://www.meiji.ac.jp/campus/pdf2/6t5h7p00003a6bjh-att/kyufu_annai_kakuninnsyo.pdf
https://www.meiji.ac.jp/campus/pdf2/6t5h7p00003a6bjh-att/kyufu_annai_kakuninnsyo.pdf
https://www.meiji.ac.jp/campus/pdf2/6t5h7p00003a6bjh-att/kyufu_annai_kakuninnsyo.pdf
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〇学業基準について 

標準単位数（在学生のみ該当） 

 法 
商 

2023年度 

以降入学者 

商 
2022年度 

以前入学者 
政経 

文 
2024年度 

以降入学者 

文 
2023年度 

以前入学者 
理工 農 

経営 
2021年度 

以降入学者 

経営 
2020年度 

以前入学者 

情 

コミ 

国際 

日本 

総合 

数理 

2年 32 32 34 31 31 32 34 31 31 34 31 31 31 

3年 64 63 67 62 62 64 68 62 62 67 62 62 62 

4年 96 95 101 93 93 96 102 93 93 101 93 93 93 

〇家計基準について 

「給付奨学金案内」９ページを参照してください。 

申請から採用までの流れ(春の在学採用の場合) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇授業料からの減免方法について 

対象者 春学期 秋学期 内容 

在学生（継続者） 減免 減免 原則として学費振込用紙から減免 

新規採用：春の在学採用 給付 減免 秋学期以降、減免が行われる 

新規採用：秋の在学採用 - 給付 翌年度から原則として学費振込用紙から減免 

在学生（家計急変） 給付 給付 3ヵ月毎に支援区分の見直しがあるため 

減免…大学から送付される学費等振込用紙から減免 ／ 給付…春学期末、秋学期末に日本学生支援機構の登録口座に振込 

～
 

4月 

～ 

5月 

申請書提出 

「スカラネット識別番号」 

「マイナンバー提出書」 

スカラネット入力 
マイナンバー提出書を機構へ郵送 

指定された申請期間内に、所属キャンパス奨学金係宛に書類一式を郵送 

申請書類に不備がなくなった時点で本学から交付 

日本学生支援機構の「スカラネット」への入力およびマイナンバー提出書の提出

を完了しないと、申請したことにはならず、選考対象からは除外されるため注意 

７月 

～ 

９月 

10月 

～ 

3月 

給付採用者発表 

「授業料等減免」の申請 

「奨学生証」および 

「授業料等減免認定結果」 

を交付 

在籍報告 

適格認定(家計) 

授業料等減免継続手続 

給付奨学金継続手続 

Oh-o!Meijiで給付採用者を発表 (７月上旬予定) 

上記のスカラネットへの入力時に、「授業料等減免申請の希望の有無」を問う設

問があるので「希望する」で申請 

給付奨学金→「奨学生証」 

授業料等減免→「授業料等減免認定結果通知書」 

年に２回実施（4月・10月） 

スカラネットパーソナルで在籍報告を行う 

マイナンバー情報より、支援区分が判定される 

年に2回実施（10月・4月予定） 

給付奨学金の在籍報告時にスカラネットパーソナルから併せて行う 

スカラネットパーソナルで継続願の入力（12月中旬） 

適格認定(学力) 学業基準により、次年度の継続可否が判定される 

それぞれ本学から交付 

https://www.meiji.ac.jp/campus/pdf2/6t5h7p00003a6bjh-att/kyufu_annai_kakuninnsyo.pdf
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 ⑤日本学生支援機構 貸与奨学金（第一種・第二種） 

日本学生支援機構の奨学金の申請には、「貸与奨学金案内（大学等）」にも必ず目を通して

ください。 

※「貸与奨学金案内（大学等）」、申請書は本学ホームページから閲覧およびダウンロードできます。 

 

 

 

 

〇制度概要 

 第一種奨学金（無利子） 第二種奨学金（有利子）（年3％を上限利率とする） 

概要 
国の奨学機関である日本学生支援機構は、主として政府からの借入金と卒業生からの返還金によって運

用され、日本学生支援機構の推薦基準に基づき大学が推薦し、採否は日本学生支援機構が決定します。 

貸与月額 

‣2018年度以降入学者 

2万円・3万円・4万円・5万円（自宅外生のみ）・5.4万（自宅

生のみ）・6.4万円（自宅外生のみ）/月から選択 

※ただし5.4万円・6.4万円は所得制限あり 

‣2017年度以前入学者 

３万円・5.4万円（自宅生のみ）・6.4万円（自宅外生のみ）/ 月から選択 

※ただし、日本学生支援機構給付奨学金を受給する場合は受給額分の貸与制限あり 

2万円、3万円、4万円、5万円、 

6万円、7万円、8万円、9万円、 

10万円、11万円、12万円 

/ 月から選択 

採用後、家計状況により貸与月額の増額・減額が可能 

貸与開始月 4月 4月～7月の間で希望する月 

申請資格 

学部生（日本国籍を有する者および外国籍で申込可能な在留資格等を証明できる者） 

※在留資格等に係る基準は「貸与奨学金案内（大学等）」の8ページを参照すること 

申請資格のない方 

‣2024年度単位不足原級生（ただし休学履歴がある学生は奨学金係までご相談ください）、在籍原級生および除籍 

者。2024年度春学期休学予定の学生で申請希望の場合は奨学金係に相談してください。 

‣現在貸与中の学生（成績不良により日本学生支援機構奨学金が停止中の学生含む） 

※ただし ①新たに併用貸与希望・ ②第一種または第二種への移行 を希望の場合は申請が必要 

成績基準 
1年生:評定平均値3.5以上 / 2年生以上:GPA2.50以上 

※このほか修得単位数による要件あり⇒ 次ページ参照 

※各学年2024年度の編入生はお問い合わせください。 

 

修得単位数による要件あり⇒ 次ページ参照 

家計基準 「貸与奨学金案内（大学等）」１１ページ参照 

保証制度 

人的保証 

連帯保証人および保証人について下記条件を満たす人に依頼し、必ず事前に承諾を得てくだ

さい。また、印鑑証明等の必要書類の提出が可能か確認してください。 

連帯保証人…原則 父または母（父母がいない場合は兄・姉・おじ・おば 等）※申請者の配偶者は選任不可 

保証人………以下3つの項目をすべて満たす人 ※申請者の配偶者、学生、未成年は選任不可 

①父母以外 ②スカラネット（インターネット）入力時点で65歳未満の4親等以内の親族 

③連帯保証人と別生計 

65歳以上の親族しかいない場合、原則、人的保証は利用できません。機関保証を選択してください。 

機関保証 保証機関に保証を委託し、毎月一定の保証料を貸与月額から支払う制度です。 

※機関保証から人的保証への変更はできません。 

貸与方法 
初回振込（春の在学採用の場合）…7月11日予定 ※貸与開始月～7月分をまとめて振込 

初回振込以降、原則として毎月11日に振込 

返還 貸与終了または卒業の翌月から数えて7ヶ月目から毎月27日に口座引き落とし ※ 繰上返還・一括返還も可能 

申請方法 申請書類を用意し申請期間中に所属キャンパス奨学金係宛に郵送 

貸与型 

https://www.meiji.ac.jp/campus/pdf2/6t5h7p00003a6bjh-att/taiyo_annai_kakuninnsyo.pdf
https://www.meiji.ac.jp/campus/pdf2/6t5h7p00003a6bjh-att/taiyo_annai_kakuninnsyo.pdf
https://www.meiji.ac.jp/campus/shougaku/6t5h7p00003cwssg.html?channel=main
https://www.meiji.ac.jp/campus/pdf2/6t5h7p00003a6bjh-att/taiyo_annai_kakuninnsyo.pdf
https://www.meiji.ac.jp/campus/pdf2/6t5h7p00003a6bjh-att/taiyo_annai_kakuninnsyo.pdf
https://www.meiji.ac.jp/campus/pdf2/6t5h7p00003a6bjh-att/taiyo_annai_kakuninnsyo.pdf
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〇成績について 
２年生（新学年）以上のみ該当 

下表の学業成績基準単位以上の単位（卒業要件内のものに限る）を修得していること。 

（ただし、休学履歴がある場合はこの限りではありません。奨学金係にお問い合わせください） 

 法 
商 

2023年度 

以降入学者 

商 
2022年度 

以前入学者 

政経 
文 

2024年度 

以降入学者 

文 
2023年度 

以前入学者 

理工 農 
経営 

2021年度 

以降入学者 

経営 
2020年度 

以前入学者 
情コミ 

国際 

日本 

総合 

数理 

第一種・

併用貸与

希望者 

２年 32 32 34 31 31 32 34 31 31 34 31 31 31 

３年 64 64 68 62 62 64 68 62 62 68 62 62 62 

４年 96 96 102 93 93 96 102 93 93 102 93 93 93 
 

 法 
商 

2023年度 

以降入学者 

商 
2022年度 

以前入学者 

政経 
文 

2024年度 

以降入学者 

文 
2023年度 

以前入学者 

理工 農 
経営 

2021年度 

以降入学者 

経営 
2020年度 

以前入学者 
情コミ 

国際 

日本 

総合 

数理 

第二種 

希望者 

２年 22 21 23 21 21 22 23 21 21 23 21 21 21 

３年 44 42 46 42 42 44 46 42 42 46 42 42 42 

４年 66 63 69 63 63 66 69 63 63 69 63 63 63 

 

日本学生支援機構 申請から採用、返還までの流れ(春の在学採用の場合) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4月 

～ 

5月 

申請書提出 

「スカラネット識別番号」 

「マイナンバー提出書」 

スカラネット入力 
マイナンバー提出書を機構へ郵送 

指定された申請期間内に、所属キャンパス奨学金係宛に書類一式を郵送 

申請書類に不備がなくなった時点で本学から交付 

日本学生支援機構の「スカラネット」への入力およびマイナンバー提出書の提出

を完了しないと、申請したことにはならず、選考対象からは除外されるため注意 

７月 

～ 

９月 

採用者発表 

奨学金振込開始 

Oh-o!Meijiで学内の採用者を発表(７月上旬予定) 

初回振込：7月11日（予定） 

返還誓約書交付 

返還誓約書提出 

採用決定 

奨学生証、奨学生のしおり、返還誓約書の3点を交付 

期日までに返還誓約書を提出 ※未提出の場合は採用取り消し 

日本学生支援機構が返還誓約書を審査し、受理後に正式採用が決定 

12月 継続手続 

スカラネットパーソナル(申請時に行う「スカラネット」とは別のもの)にて、「奨学金継続

願」の入力を行う(1~3年生のみ) 

詳細はOh-o!Meijiで配信 ※未手続の場合は廃止 

貸
与
終
了 卒業後 返還 

所属キャンパス奨学金係の案内に従い、返還手続を行う(4年生および中途辞退者) 

貸与終了の翌月から数えて7か月目に返還開始 

貸与終了の際に配布する「返還のてびき」を確認 

(例)3月貸与終了 ⇒ 同年10月返還開始 

返還手続 
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⑥民間団体・地方公共団体の奨学金 

財団法人、公益法人、民間企業や篤志家など民間団体が募集する奨学金、教育委員会や法人組織などの

地方公共団体が奨学生を募集する奨学金には、給付と貸与があります。それぞれの団体により特色があ

り、採用基準、採用人数、金額および採用期間等が異なります。 

ただし、基本的にこれらの奨学生に採用されても、卒業後の進路が拘束されることはありません。 

 

〇募集情報の公開方法 

本学学生に向けた募集情報は、Oh-o!Meijiのグループ「民間団体・地方公共団体奨学金募集情報」で随

時公開しますので、希望者は同グループへの登録をOh-o!Meijiのアンケート「【奨学金】民間・地方公共

団体の奨学金情報配信希望アンケート 」から行ってください。 

〇募集時期 

奨学団体により異なりますが、多くは4月から6月にかけて募集が行われます。 

また、地方公共団体の取扱う奨学金については、父母の居住する都道府県・市区町村で募集する奨学金も

ありますので、地域の教育委員会や福祉事務所等にお問い合わせください。 

〇成績基準 

奨学団体により基準が異なります。各団体の募集要項を確認してください。 

〇家計基準 

各奨学団体により異なりますが、概ね日本学生支援機構の家計基準（※具体的な基準は以下のリンク先

を参照）に準じる場合が多いです。 

▶「貸与奨学金案内（大学等）」（日本学生支援機構パンフレット） 

〇出願に必要な書類（詳細は各団体の募集情報を確認してください） 

各奨学団体で、概ね下記の書類が必要となります。 

１）成績に関する書類 １年生は高等学校の最終調査書 

２）２年生以上は前年度までの成績通知書または成績証明書 

３）所得に関する書類 奨学金出願に準ずる所得関係書類 

  その他の書類 健康診断書（※）、戸籍謄本、住民票、写真など 

  ※健康診断は、大学で行う定期健康診断を必ず受診してください。 

４）個人情報の取扱いについて（本学様式） 

〇併給について 

併給とは、複数の奨学団体の奨学金を利用することです。奨学団体によっては、併給を認めていない場

合があります。申し込み前に、募集要項で必ず確認してください。特に地方公共団体の取扱う奨学金の多

くは、日本学生支援機構奨学金と併給ができない可能性が高いので注意してください。また、返還の必要

のない給付型奨学金のうち、「①大学を通じて選考・推薦を行うもの」および「②大学の推薦書が必要と

なるもの」については、同一年度に受給できる奨学金の上限を３つまでと本学では定めています。この上

限にすでに達している場合は、上記①と②の奨学金に応募することはできません。 

〇学内選考 

推薦人数が限定されている場合は、大学内で書類選考および面接を行い、応募者の中から最も各奨学団

体の奨学生としてふさわしい人物を推薦します。ただし、大学から推薦しても各奨学団体の選考・審査の

結果、不採用となることもあります。 

〇主催団体による選考（面接など） 

推薦された人は、その奨学団体の設立過程や趣旨をよく理解し、さらに明治大学の代表としての自覚を

持ち、面接等に参加する場合はふさわしい服装で臨んでください。 

https://www.meiji.ac.jp/campus/pdf2/6t5h7p00003a6bjh-att/taiyo_annai_kakuninsyo.pdf
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〇奨学生に採用されたら 

奨学生として採用された場合は、採用時の授与式、交流会、講演会、卒業時の修了式などの行事がある

場合があります。これらの行事は、その奨学団体の重要な奨学事業の一環ですので、奨学生は明治大学の

代表として、必ず参加しなければなりません。 

学業成績も奨学金継続審査の対象になるため、優秀な成績を維持しなければなりません。 

学籍の異動（休学、留学、退学、除籍、転学部等）や住所変更があった場合は、大学を通して届け出る必

要がありますので、必ず各キャンパスの奨学金係まで申し出てください。 

〇推薦書･人物調査書等の発行について 

大学に募集依頼のない民間団体･地方公共団体の奨学金は、個人で応募することになります。提出書類の

中に大学の推薦書や人物調査書が必要な場合がありますが、これらの書類は、原則、指導教員またはクラ

ス担任の先生に各自で依頼をすることになります。ただし、どうしてもお願いできる教員がいない場合に

かぎり、以下の１と２両方の手続きをすることで各キャンパスの奨学金係で発行が可能です。すぐには発

行できませんので、早めに準備をして申し出てください。 

１．プレエントリーを済ませる（Oh-o!Meijiのグループ「民間団体・地方公共団体奨学金募集情報」内

のアンケートから） 

２．以下の（１）～（５）の書類を提出してください。 

 （１） 団体の募集要項および本人記載の願書（コピー） 

 （２） １年生（春）：高等学校での最終調査書 （成績証明書は不可） 

    １年生（秋以降）・２年生以上：成績通知表のコピー 

 （３） 父母の所得に関する書類  

 （４） 学外団体奨学金業務に係る個人情報の取り扱いについて（Oh-o!Meijiのグループ「民間団体・地

方公共団体奨学金募集情報」内から大学所定様式をダウンロードして記入） 

 （５） その他 （その都度適宜指示します） 

なお、個人で奨学金に応募し、採用された場合には、必ず各キャンパスの奨学金係に申し出てくださ

い。大学にも誓約書の提出が必要になります。 

〇民間団体・地方公共団体奨学金採用までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民間団体・地方公共団体奨学金募集

情報配信用グループに登録 

プレエントリー 

募集情報を確認 

（Oh-o!Meijiグループ内で公開） 

Oh-o!Meijiの民間・地方公共団体の奨学金情報配信希望用のアンケートからグ

ループへの登録申請 

Oh-o!Meijiのグループ「民間団体・地方公共団体奨学金募集情報」内のアンケ

ートから応募に必要な自分の情報を入力 

※「大学を通して申込を行う奨学金」や「大学の推薦が必要な奨学金」は、プ

レエントリーがないと応募できない 

概ね募集締切日の2週間前までにはOh-o!Meijiのグループトピックにアップ 

※募集情報は、本学学生のみアクセス可能なOh-o!Meijiグループ内でのみ公開 

奨学金願書作成 

明治大学代表者の選出 

募集要項を熟読し、願書を作成 

※求められている書類も不足なく準備すること 

明治大学が推薦する学生を決定 

→決定した学生にのみ、大学から電話またはOh-o!Meijiで通知 

主催団体にて選考 明治大学代表者の選考の合否が確定 

選考結果の通知 

奨学金団体もしくは大学より通知 

→①各団体の定める必要な手続きを行う 

②大学へ、大学の所定様式の誓約書を提出 

準備 

申請 

・ 

選考 

結果 

発表 

・ 

採用 

手続 
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⑦明治大学の奨学金の申請に必要な書類について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 本人名義の口座情報がわかるもののコピー                                             

■大学指定の3銀行（みずほ・三菱ＵＦＪ・三井住友）いずれかの口座に限ります。 

■口座を開設していない方は、必ず口座開設をしてください。 

■「銀行名・支店名・支店番号・口座名義人・口座番号」がわかるページをコピーしてくだ

さい。 

（例）通帳のコピー、口座番号連絡書、キャッシュカードのコピー（支店名要追記） 

■普通預金口座、総合口座に限ります。貯蓄預金口座は取扱いできません。 

全員必須！ 

申請書類の提出方法と注意事項＜すべての奨学金共通＞ 

‣書類はすべて黒または青のボールペンで記入してください。消せるボールペンや鉛筆での記入は不可です。 

‣修正テープ、修正液の使用は認めません。間違えた場合は修正箇所に二重線を引いて訂正印を押し、余白に

書き直してください。 

‣記入・入力もれ、記入・入力間違いなどがあった場合、選考から外れることがあります。 

‣書類を郵送等でやり取りする際に時間がかかることが予想されますので、期日に遅れないよう早めに準備をし

てください。 

‣申請書類の記載事項や所得について確認・質問を行う場合があります。家庭状況についてきちんと答えられ

るように家庭内で話し合っておいてください。 

‣申請期間外は一切受付できません。 

‣書類の提出には「郵送での提出」または「オンライン提出」があり、各奨学金募集要項で案内する方法で 

提出してください。 

‣一旦提出された書類は、採否に関わらず返却できません。定められた保管期間後、学内の廃棄取扱い基準に

準じて廃棄します。 

‣不備書類の連絡は「Oh-o!Meiji」または「電話」で行い、不備書類以外の連絡は原則すべて「Oh-o!Meiji」で行い

ます。「Oh-o!Meiji」の転送機能を活用すると共に、定期的に「Oh-o!Meiji」を確認するようにしてください。 

‣採否の結果に関する問い合わせには応じられません。 

‣収入に関する必要書類、特別控除に関する書類は、各自で保管してください。申請時に大学への提出は不要

ですが、必要に応じて提出を求める場合がありますので、証拠書類は採用年度末(3月末日)まで大切に保管し

てください。大学から求められた書類を提出できない場合は、いかなる理由があっても採用を取り消され、

奨学金の返還が必要になりますので注意してください。 
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2 令和６年度「所得証明書・課税証明書・非課税証明書」【コピー】       

※地域によって名称が異なります。 

※地域、各自治体により発行開始時期が異なります。事前に発行可能時期を確認しておいてください。（目安：例年６月上旬以降） 

▶ 提出日より３ヶ月以内に取得したものが有効です。 

▶ ２０２４年１月１日時点で世帯所在地のある市区町村役場で発行しています。税務署発行の納税証明書とは 

異なります。 

▶ 令和６年度（２０２３年１月～１２月の所得が記載）の所得証明書を提出してください。 

▶ 父母両方について必要です。無職、専業主婦（主夫）で無収入の場合、所得金額が「０円」の記載が必要で 

す。一部市区町村では申請する必要がありますので、役所にお問い合わせください。 

また、扶養控除の範囲内であっても、所得証明書は必須です。記載事項が不十分な場合は源泉徴収票や確定

申告書の提出を求めることがあります。 

▶ 所得証明書には、所得・収入の種類・内訳と金額、配偶者や扶養者の人数・控除の種類の記載が必要です。 

市区町村役場でこれらの事項すべてが明記されているように申請してください。 

 

悪い例のみほん                                                    

 
 
 

 

父母が海外在住のため所得証明書・課税証明書・非課税証明書が発行されない場合                      

▶ 勤務先の本社が日本にある場合は、現地給与と日本での給与および扶養関係（扶養者全員分）がわかる書

類を勤務先で証明してもらい、提出してください（書式自由）。 

▶ 海外現地法人に勤務している場合は２０２３年中の総収入を証明する書類を勤務先で作成してもらい、提 

出してください。外国語で作成されている場合は、日本語訳と円換算（レート明記）を添付してください。 

 

 

 

全員必須！ 

  令  和  ● 年 分  

   令和●年６月１０日 

令 和 ● 年 度 

金額が明記されているものを 

用意してください。 

金額が省略されているものは不可 

定期募集では 

令和６年度が最新です。 

扶養欄の家族数と 

申請書の記載内容が一致 

しているか確認してください。 

一致しない場合、 

住民票を求めることがあります。 

 

提出日より３ヶ月以内が有効です。 

収入・所得金額、控除の種類・金額等が 

省略されているもの 

家族全員の所得が1枚で 

証明されているもの 

課税・非課税のみの証明書 

※数字が記載されていないもの 

×専業主婦 (主夫)なので所得証明はいらない。 
×源泉徴収票があるから所得証明はいらない。 

など、毎年間違える方がいます。必ず父・母それぞれの「所得証明書」を用意してください。 

役場では、 

「所得控除の内訳が入った令和６年度の所

得証明書（課税・非課税証明書）をくださ

い！」 とお伝えください。 

 



(16) 
 

令和● 

 

 

3 令和５年分の確定申告書 第一表および第二表【コピー】          

‣確定申告をしている場合は提出必須です。 

例：自営業やフリーランス、配当所得、雑所得、不 

動産所得、年金受給者、複数の勤務先から給与

所得を得ている場合、営業所得と給与所得のど

ちらも得ている場合等 

‣「令和５年分所得税の確定申告書(控)」の第一表と第 

二表の両方が必要です。 

‣第一表・第二表のどちらかに税務署の受領印または 

税理士作成印のあるものを用意・保管してください。 

‣電子申告を行った方は、申告書等送付表を添付、ま 

たは申告した税務署名と申告日の印字がされている 

か確認してください。 

それらがない場合は、確定申告書の余白に「提出し 

た原本に相違はありません」と当該者が記入、署名 

・押印してください。 

‣株式の配当所得がある方は「第三表」も用意・保管 

をしてください。 

 

 

 

4 収入に関する必要書類（①～⑨の該当する書類を用意）      提出不要（各自保管） 

■父母それぞれの収入状況のうち①～⑨で該当する書類を用意します。 

■①～⑨の説明に沿った書類を用意し、各自で保管してください（採用年度末（３月末日）まで）。 

■申請時（書類提出時）は提出を求めませんが、選考中に大学が必要と判断した際は提出を求めます。 

 

①令和5年度市民税・県民税申告書(控) コピー                              発行元：申告者保管 

‣確定申告をしていない場合は、居住地の市区町村役場で申告済みの「令和5年度市民税・県民税申告書(控)」(内訳含む)が必 

要です。手元に控えがない場合は、再度申告して控えを用意してください。 

‣確定申告をしていない令和５年度分の支払調書がある場合は、市民税・県民税の申告を行ったうえ、保管してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民税・県民税申告書のみほん       

 

 

 

令 和●

4 未申告の支払調書は受け付け

られません。 

必ず申告を行ってください。 

税務署の受領印 

or 税理士作成印が必要 

市民税・県民税申告書は役場へ提出前に控えと

してコピーをとってください。 

その控えに受付印を押印してもらうように依頼

してください。 

該当者必須！ 

退職時の源泉徴収票を確定申告で使用

してしまった場合は、別途退職を証明

する書類を用意してください。 

扶養欄の家族数と申請書の

記載内容が一致しているか

確認してください。 

一致しない場合、住民票を

求めることがあります。 
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令和● 

②令和５年分の「源泉徴収票」 コピー                               発行元：申告者保管 

父母が会社員、パート等の給与収入であれば、勤務先より発行された「源泉徴収票」。 

‣令和５年（２０２３年）１月～１２月までの１年分の給与額が記載されているか確認してください。 

‣複数の勤務先で源泉徴収票をもらっている場合はすべての源泉徴収票を用意保管してください。 

‣紛失している場合は勤務先に再発行を依頼してください。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※すべて手書きの源泉徴収票は、社判または雇用主の印が押印されたものを用意してください。 

 

③「最新の年金振込通知書(はがき)」または「最新の年金改定通知書」                                     

  なければ「令和５年度分の年金の源泉徴収票」 コピー                       発行元：日本年金機構など    

‣現在父母が受給中の年金を確認してください。複数の年金を受けている人はすべての年金について通知書が必要です。 

◆国民年金  ◆厚生年金  ◆共済年金  ◆企業年金  ◆遺族年金  ◆障がい年金  ◆年金基金  ◆確定拠出年金  など 

‣受給中の年金額が記載された「最新の年金振込通知書（はがき）」または「最新の年金改定通知」のいずれかを保管してください。 

どちらもない場合は「令和５年分の年金の源泉徴収票」を用意保管してください。 

‣ 確定申告をしている場合は、令和５年分の「確定申告書（控）」第一表・第二表と併せて最新の年金の通知書を保管してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年金振込通知書のみほん 

 

 

 

令和    年    月と令和    年    月 

令和●年●月●日 
令和●年●月●日 

令和●年●月●日 

最新の期間が印字されているものが必要です。 

 

何か月分の振込かわかるように記入 
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④配当(特定口座含む)報告書 コピー                               発行元：証券会社など 

‣配当所得があり、確定申告を行っていない場合は取引を行

っている金融機関から毎年送られる「配当報告書」もしくは

「特定口座年間取引報告書」。 

‣各金融機関により、書式が異なります。１年分を保管して

ください。 

 

 

 

 

特定口座年間取引書みほん        

⑤雇用保険受給資格者証 コピー 原本不可                            発行元：ハローワーク 

‣現在雇用保険を受給している、または受給していた方は用 

意・保管してください。 

‣提出は「雇用保険受給資格者証の第１面と第３面」です。 

‣氏名・離職年月日・基本手当日額・所定給付日数の記載が 

すべてあるか確認し、雇用保険受給資格者証の両面(表裏）

をコピーしたものを保管してください。 

 

 

 

雇用保険受給資格者証第3面みほん        

⑥廃業証明書(廃業届)等 コピー 経営者作成の場合は原本                                        

‣廃業、閉店、営業停止になった場合は、関係官庁に申告した書類の写し。 

‣営業等で請負契約を終了した方は、請負契約解約通知（写）等を用意・保管してください。 

 

⑦生活保護決定(変更)通知書 コピー                                発行元：福祉事務所 

‣父母が生活保護を受けている世帯は、最新の「生活保護決定（変更）通知書」（金額の記載があるもの）。 

‣生活保護の母子加算は１８歳の年度末で外れます。年度更新がありますので、更新後の書類を保管してください。 

 

⑧傷病手当金通知書 コピー                               発行元：全国健康保険協会など 

‣父母が傷病手当金を受給している場合、全国健康保険協会が発行 

する「傷病手当金通知書」を受給された期間分用意してください。 

‣紛失している場合は再発行を依頼してください。 

※支給証明書でも可 

 

 

 

 

 

傷病手当金通知書みほん        

⑨その他の書類                                                    

下記の書類は大学の指示があった場合、作成・提出を求めます。対象者には個別に連絡をします。 

◆給与支払・見込証明書 ◆所得報告書 ◆退職を証明する書類 ◆退職の予定を証明する書類 

令和● 

(第3面) 

「第1面」と「第3面」 

を確認 

R●.●.●  -   R■.■.■ 

R●.●.●  -   R■.■.■ ▲日 

R●.●.●  -   R■.■.■ ▲日 

令和●年 ●月 ●日 
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5 特別控除がある場合 提出不要（各自保管）                 

以下に該当する場合は、次の証明書類等を用意・保管してください。 

なお、証明書類は各自で保管し、申請時に提出する必要はありません。 

ひとり親（離婚・死別・未婚）控除、障がい者控除を申請する場合は、申請書の記入欄（奨学金を希望する理由・家計状況）に状況を詳

しく記載・入力してください。 

 

①障がい者手帳・愛の手帳・療養手帳（みどりの手帳）等 コピー                                   

‣同一生計の家族の中に障がい者がいる場合は、氏名、障がい等級の記載がある障がい者手帳のコピー 

（有効期限がある場合は更新後のもの） 

 

②介護認定書 コピー                                                 

‣同一生計の家族の中に要介護2～５の介護認定者がいる場合は、氏名、要介護度の記載がある介護認定書のコピー。 

なお、要支援者と要介護１は特別控除の対象となりません。 

 

③ひとり親世帯（母子または父子世帯）の方                                       

‣父母が離婚・未婚・死別のいずれかに当てはまる場合のみ該当します。詳細はＰ20のＱＡ4を参照してください。 

 

④就学中のきょうだいがいる方                                             

‣該当する場合は、奨学金担当者が確認を行います（在学証明書等を求めることがあります）。 

‣職業訓練校、大学校、予備校、語学学校等は対象外です。 

‣きょうだいが、海外の大学に在学している場合は、在学証明書（和訳付）を求めることがあります。 
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⑧よくある質問と回答 

Q1 
だれでももらえる奨学金

はありますか？ 
A1 

どの奨学金にも審査があり、学力と家計状況をもとに選考します。申請し

たからといって必ずしも採用されるとは限りません。ただし、家計急変な

どの事由がある方は奨学金係にお問い合わせください。 

Q2 

書類が申請期日までに間

に合わない場合は申込が

できませんか？ 

A2 

必ず申請期日までに書類を提出してください。不備のあった書類は、再提

出の期日を指示します。指示された期日を過ぎて未提出の場合は申請を辞

退したとみなします。 

Q3 
奨学金はどのように選

考・推薦されますか？ 
A3 

各奨学金の選考基準に従い、家計状況および成績を数値化して審査委員会

にて選考します。なお、推薦については優先順位の高い順に候補(推薦)と

します。 

採用候補枠が決まっている奨学金は、出願条件に合致している場合でも必

ず採用されるわけではありません。また、採用率なども採用定数および申

請者数によって毎年変化します。 

Q4 

父母が別居しています。

ひとり親世帯（母子家

庭、父子家庭）に認定さ

れますか？ 

A4 

認定されません。 

ひとり親世帯と認定されるのは、父母が、未婚・離婚・死別のいずれかに

当てはまる場合のみです。 

ただし、離婚調停中、DV等のやむを得ない事情のある別居などで、父母の

所得証明書が提出できない場合は、事情を申請書の裏面（奨学金を希望す

る理由・家計状況）欄に詳しく記入の上、扶養されている父または母の所

得証明書を提出してください。なお、単身赴任、転勤は別居ではありませ

ん。 

Q5 

父母が離婚しており、私

は母ときょうだい（就学

者）と同居している、ひ

とり親世帯です。 

私は母に扶養されていま

すが、きょうだい（就学

者）は離婚して別居して

いる父に扶養されていま

す。 

就学者控除は適用しても

らえますか？ 

A5 

適用されません。 

同一世帯の家族（扶養家族のみ）が控除の対象となります。 

障がい者・介護者控除も同じ扱いです。 

Q6 

父母は健在なのですが、

仕送りもなく自分のアル

バイト収入で学費・生活

費を捻出しています。独

立生計として認定されま

すか？ 

A6 

原則、父母が健在の場合は、実際に援助を受けていなくても親が就学者の

援助をするものと解釈しますので、父母の所得で審査します。 

ただし、本人が学費・生活費をまかない、自活できる収入があり、独立生

計を希望し、大学からヒアリング・審査の結果、独立生計として認定され

た場合、本人（および配偶者）の収入によって審査を行います。以下に注

意して書類を提出してください。 

 

独立生計の認定諸条件 

・父母と別居（学生本人が父母を扶養している場合を除く）し、所得証明

書等により学生本人（およびその配偶者）の収入だけで学費を含めた生

活費のすべてを継続的にまかなっていることが明らかなこと。 

・父母の扶養にならず、自分で社会保険料を支払い、独立生計を営んでい 

ること。 

 

提出書類 

①世帯全員の住民票 

②本人（および配偶者）の所得関係書類 

③父母の扶養に入っていない証明（本人の被保険者健康保険証の写し等） 

 

※独立生計の認定は、本学が行います。 

※独立生計に認定された場合、学生本人住所が自宅となり、自宅外の扱い

になりません。また、学内奨学金の家族住所区分も本人住所地となりま

す。 

※上記書類の他、必要に応じて追加書類の提出を求めることがあります。 

Q7 

私は社会人学生で勤めて

おり自活しているのです

が、独立生計として認定

されますか？ 

A7 
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Q8 

奨学金を受給中に休学や

退学をした場合はどうな

りますか？ 

A8 

原則として休学中は奨学金を利用することができません。また、退学の場

合は奨学金の返還が発生する可能性があります。速やかに奨学金係に相談

してください。 

日本学生支援機構の奨学金利用中に休学する場合の手続きや必要書類につ

いては、以下のサイトで確認可能です。 

https://www.meiji.ac.jp/campus/shougaku/6t5h7p00003a58re.html 

Q9 

民間団体や地方公共団体

が募集する奨学金の情報

はどこで確認することが

できますか？ 

A9 

本学学生に向けた募集情報は、Oh-o!Meijiのグループ「民間団体・地方公

共団体奨学金募集情報」で随時公開します。 

希望者は、同グループへの登録申し込みをOh-o!Meijiのアンケート「【奨

学金】民間・地方公共団体の奨学金情報配信希望アンケート 」から行って

ください。 

Q10 

民間団体や地方公共団体

の奨学金への応募資格は

どのようなものがありま

すか？ 

A10 

団体ごとに設立の趣旨や理念などに応じた応募資格が設定されています。

満たす必要のある基準は奨学金によって様々ですので、各募集要項をよく

確認してください。 

なお、返還の必要のない給付型奨学金のうち、「①大学を通じて選考・推

薦を行うもの」および「②大学の推薦書が必要となるもの」については、

同一年度に受給できる奨学金の上限を３つまでと本学では定めています。

この上限にすでに達している場合は、上記①と②の奨学金に応募すること

はできません。 

Q11 

民間団体や地方公共団体

の奨学金の申請書類の中

に、大学の推薦書や人物

調査書があります。大学

で発行してもらえます

か？ 

A11 

大学の推薦書や人物調査書などの書類は、原則、指導教員またはクラス担

任の先生に各自で作成を依頼することになります。ただし、どうしてもお

願いできる教員がいない場合や大学長の押印が必要となる場合にかぎり、

募集締切１０日前までに以下の１と２両方の手続をすることで各キャンパ

スの奨学金係で発行が可能です。 

 

１．プレエントリーを済ませる（Oh-o!Meijiのグループ「民間団体・地方

公共団体奨学金募集情報」内のアンケートから行う） 

 

２．以下の①～⑤の書類を添えて各キャンパスの奨学金係にて発行依頼 

①団体の募集要項及び本人記載の願書（コピー） 

②１年生（春）：高等学校での最終調査書 （成績証明書は不可） 

１年生（秋以降）・２年生以上：成績通知表のコピー 

③父母の所得に関する書類（本誌 P.14～参照） 

④「学外団体奨学金業務に係る個人情報の取り扱いについて」 

→Oh-o!Meijiのグループ「民間団体・地方公共団体奨学金募集情報」内

から大学所定様式をダウンロードして記入 

⑤その他 （その都度適宜指示します） 

https://www.meiji.ac.jp/campus/shougaku/6t5h7p00003a58re.html
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⑨懲戒処分を受けた場合の奨学金の取扱いについて 
明治大学学則で定められたけん責、停学、退学の懲戒処分を受けた場合、学内外の奨学金について、給付済奨学金の全額

返還を含む厳しい処分が行われます。奨学金を利用するにあたり、懲罰処分となるようないかなる行為も行わないように、十分

に注意してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、以下のような行為を行った場合にも、懲戒処分の対象となることがあります。 

‣定期試験におけるカンニング等の不正行為 

‣定期試験に代えて実施されるレポート・論文の剽窃（盗用）行為 

高等教育の修学支援制度の対象者が懲戒処分を受けた場合

および不正の手段で支援を受けた場合 
大学等から退学または３カ月以上の停学の懲戒処分を受けた場合や、学業成績が著しく不良の場合、返還を求め

ることがあります。 

また、偽りその他不正の手段によって支援を受けた場合にも返還（支援額の最大1.4倍）を求めることがあります。 

日本学生支援機構奨学生が懲戒処分を受けた場合 
日本学生支援機構奨学生として採用された者が退学・除籍・停学その他規律を著しく乱したり、学校処分 

（学則処分・性行不良等）を受けた場合、処分内容が日本学生支援機構へ報告され、奨学金の貸与が直ちに 「停止」 または 

「廃止」 になります。 
 

学内奨学金および民間・地方公共団体の奨学生が懲戒処分

を受けた場合 
各種奨学金に奨学生として採用された者が、退学・除籍・停学その他規律を著しく乱したり、学校処分 （学

則処分・性行不良等）を受けた場合、直ちに当該年度の給付金を全額返還していただきます。 

学校処分を受ける事由には、定期試験での 「カンニング」 行為や 「レポート文書の盗用」 行為などがあります。 

くれぐれも、奨学生としての自覚を持って、学生生活を送るようにしてください。 

【給付金返還事例】 

明治大学特別給費奨学生が定期試験において、カンニング等不正行為を行い、停学処分となった場合 

⇒指定された日時までに給付を受けた奨学金を全額一括返還する。 

また、次年度以降の特別給費奨学生の継続資格を取り消す。 

  

明治大学学則（抜粋） 

第１６章 賞罰 

第６６条 学生が、本大学の校規に違背し、若しくは本学園の秩序を乱し、又は学生の本文に反する行

為があったときは、その情状によって懲戒を行う。 

２ 懲戒は、けん責、停学及び退学の3種とする。 

第６７条 次の各号のいずれかに該当する者は、退学させる。 

(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 

(2) 本学園の秩序を乱し、その他学生として本分に反した者 

(3) 正当の理由なくして、学業を怠る者 

第６８条 賞罰は、当該学部の教授会の議を経て学長が行う。 
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⑩個人情報の取扱いについて 

明治大学は、「学校法人明治大学個人情報保護方針」および本学「個人情報の保護に関する規程」に基

づき、日本学生支援機構奨学金・高等教育の修学支援制度・学内奨学金の申請者および保護者等関係

者の個人情報（学籍異動・成績情報を含む）を下記の業務、利用目的以外には使用しません。また、

個人情報提供先については、法令に遵守した形で行い、これらの目的以外に個人情報を利用しないこ

とをお約束します。 

 

１．業務内容 

奨学金業務全般 

日本学生支援機構奨学金・高等教育の修学支援制度・学内奨学金の申請、審査、推薦、採用、給付、

貸与、 奨学生資格継続審査、貸与奨学金返還等、奨学金に付随する全ての業務 

 

２．利用目的 

（１）日本学生支援機構奨学金・高等教育の修学支援制度・学内奨学金の申請に伴う審査、推薦、採用、

給付、 貸与、奨学生資格継続審査、貸与奨学金返還等の業務に際しての判断、決定のため 

（２）日本学生支援機構の奨学事業全般を適切に遂行するため 

（３）日本学生支援機構の事業執行に関する事項（現在または過去において、本学が推薦した奨学生 

への対応等） 

 

３．個人情報提供先 

（１）日本学生支援機構 

（２）その他、奨学金業務全般を適切、かつ、円滑に遂行するために、本学と契約を締結する第三者 

 

以 上 

 

上記利用目的を確認・同意いただいた上で、各奨学金の申し込みを行ってください。 

なお、ここに示された利用目的以外については、「本学における保有個人データの利用目的について」（本学

HPに記載）の規定に準ずるものとします。 

https://www.meiji.ac.jp/bunsho/personal_inf/kojin_3.html 

 

  

 

http://www.meiji.ac.jp/bunsho/personal_inf/kojin_3.html
http://www.meiji.ac.jp/bunsho/personal_inf/kojin_3.html


 

 

奨学金に関するお問い合わせ 

右記のQRコードから『お問い合わせフォーム』をご利用いただき、 

各キャンパスの学生支援事務室までご連絡ください。 
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